
第 1回児童館・児童クラブのあり方検討部会合同会議における質疑への回答について 

１．質疑内容 

   名古屋市においては、公設、民設の児童クラブを合算しても小学校児童に占める登録児童の割合が 10％に満たない状況であるものの、サテライト室を設置し

ていない。名古屋市ではどのように制度を運用しているのか。 

 

２．名古屋市における制度 

※ 実施校に在籍または当該学区に在住の児童 

 

トワイライトスクール 

トワイライトルーム 留守家庭児童健全育成事業 

基本時間帯 延長時間帯 
児童館留守家庭 

児童クラブ 

留守家庭 

児童育成会 

事業形態 放課後子ども教室事業 放課後子ども教室事業と児童クラブ事業の一体的実施 児童クラブ事業 

実施場所 小学校（209校） 小学校（53校） 児童館（14館） 
留守家庭児童育成会 

（191か所） 

運営形態 公設民営 公設民営 公設民営 民設民営 

対象児童 1年生～6年生の全児童※ 1年生～6年生の全児童※ 
就労等下校後保護者が不在の 

1年生～6年生の児童※ 

就労等下校後保護者が不在の 

1年生～6年生の児童 

登録児童数及び児童

数に占める登録割合 

（R4.4.30現在） 

31,643人 10,080人 うち 2,301人 
217人 

（R4.5.1現在） 

6,246人 

（R4.4.1現在） 

放課後子ども教室 41,723人（36.8％） 放課後児童クラブ 8,764人（7.7％） 

受入 

時間 

平日 放課後～午後 6時 放課後～午後 5時 午後 5時～午後 7時 午後 1時～午後 6時 

留守家庭児童 

育成会毎に異なる 
土曜日 午前 9時～午後 6時 午前 9時～午後 5時 午後 5時～午後 6時 午後 1時～午後 6時 

長期休業日 午前 9時～午後 6時 午前 8時から午後 5時 午後 5時～午後 7時 午前 9時～午後 6時 

資料１ 


